
（特記仕様書記載例） 

森林作業道の作設について 

（１）  森林作業道の作設は「森林作業道作設指針」（平成 22年 11 月

17 日付け 22 林整整第 656 号林野庁長官通知）に基づき行うこと

とし、別紙「森林作業道作設に係る特記仕様書」のとおりとす

る。 

（２）  請負者は、作設する森林作業道の路線計画を明示した図面を含

めた事業計画書を森林管理署長等に提出し、承認を受けなければ

ならない。 

（３）  請負者は、（２）で承認された森林作業道の路線計画に変更が

生じたときは、その内容について事業計画を変更のうえ発注者に

提出し、承認を受けなければならない。 

（４）  発注者は、伐採・搬出期間中及び搬出後の契約履行状況等を確

認し、確認を受けた路線等が路線計画と異なる施工等により林地

保全上特に問題があると認めるときは、請負者の負担において盛

土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができる。

この場合において、請負者は発注者の命に応じ、必要な措置を講

じなければならない。  
 


